
お知らせお知らせ

 お問い合わせ：住民環境課（マイナンバーカード担当） ☎ 098-998-2443 

マイナンバー 夜間・休日窓口（カード申請・交付）

夜間窓口　17：30～19：30

10月5日（木）・10月24日（火）
11月7日（火）・1１月16日（木）

10月15日（日）・11月11日（土）
1１月２6日（日）

休日窓口　9：00～11：30

ホームページ▷

チェック

　役場開庁時間にマイナンバーカードの申請や受取りに来られない方は、夜間・休日窓口をご利用
ください。夜間・休日窓口は完全予約制ですので、前日までにご予約の上、ご来庁ください。

広告欄

完　全
予約制

※日程を変更する場合があります。詳細は電話や町ホームページでご確認ください。

予約 前日までにお電話等にて。 窓口 住民環境課（役場本庁舎１階）

八重瀬町

 お問い合わせ｜総務課（交通安全担当）｜☎ 098-998-2200

八重瀬町の運転免許保持者の皆さまへ
糸満地区交通安全協会八重瀬支部より協賛金のご協力願い糸満地区交通安全協会八重瀬支部より協賛金のご協力願い
　当支部では、糸満警察署と糸満地区交通安全協会の協力及び指導の下、交通安
全の改善や円滑な交通を促進することにより町内の交通秩序の確立に貢献する事
を目的としています。
　今年度は各字から要望のある交通安全施設の新設・修繕を主な活動として考えて
おりますので、本事業の主旨をご理解いただき、運転免許保持者1人当たり100円を
ご協力くださいますようお願いいたします。また、協賛金の徴収は各自治会で行って
いますので、協賛金の納付は各自治会にて
お願いいたします。

【協賛金を活用した実施事業】
カーブミラーの新規設置（町内各所）、
交通安全啓発立て看板の設置(町内各所)

お問い合わせ｜健康保険課｜☎098-998-2210

八重瀬町公共交通事業者等燃料購入費助成金
　コロナ禍における原油価格高騰の影響を受けている対象事業者の支援を目的に、経営
の安定化、持続化を図るため支援金を交付します。

国民健康保険税 減免制度について

①｠災害(台風等)のため、住宅・家財が著しく被害を被ったり、農作物の減収があった場合
　 （損失額が10分の3以上で、かつ前年中の世帯合計所得が1000万円以下）
②｠失業、疾病、負傷等により著しく所得が減少し、納付が困難となった場合

（前年中所得と比較し今年中所得が10分の3以上減少しており、かつ前年中の世帯合計所
得が600万円以下）
※ただし、前年中所得が450万円を超える場合は10分の４以上減少する場合に限る。

※減免申請については、納期限前７日までに申請をお願いします。（納期限が過ぎた場
合、その納期分については、原則減免されません。）また、減免の対象は、現年度課
税分（遡及課税分を除く）です。

お問い合わせ ｜ 農林水産課（担当：新垣） ｜ ☎098-998-4624

該当車両 令和5年9月30日時点において有効な自動車検査証を有し、かつ、当該事業者が
有する事業の実施に必要な許認可等において登録がなされているものに限る。

申請方法
申請書を農林水産課へご提出ください。申請書は、町ホームページ
または農林水産課窓口でお受け取りください。
※実績報告もありますので、詳細は農林水産課へお問い合わせください。 ▲町ホームページ

申請期間 令和５年10月２日～12月22日まで

対象事業者　　　　　　　　　　　 交付金額
町内走行バス事業者
町内タクシー事業者（介護タクシーを含む）
町内運転代行事業者
町内運送業事業者

１路線につき10万円
１台につき３万円
１台につき３万円
１台につき３万円

下記の要件に該当される方は減免される場合がありますのでご確認ください。
なお、減免申請には、災害の状況、最近の収入状況、失業等を証明できる書類が必要となります。

【国保税の納付が困難な場合は、滞納のままにせずに健康保険課へご相談ください。】
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